
地域包括支援センター ℡86-0112

　

　誰もが健康づくりや交流を楽しめる居場所をつ
くりました。皆さん、お気軽においでください。
●内　容　いきいき百歳体操と茶話会
●日　程　12月22日（金）・１月 12日（金）・19
　日（金）・26 日（金）午前 10 時～ 11 時 45 分
●場　所　「たんぽぽ」（鮎貝神明町「陽光学園グ
　ループホーム陽だまり」西側）

支えあう地域づくりなないろの会（福祉型小さ
な拠点）のご案内

●対象者　どなたでも（申込不要）
●利用料　１回 100 円
●持ち物　バスタオル（百歳体操時、椅子の下に  
　敷きます。）
【問い合わせ・事務局】
支えあう地域づくりなないろの会
平泉　☎ 85-0143 ／橋本　☎ 85-3676

　誰もが気軽に参加できる場として、「のどかカ
フェ」を開催しています。お茶を飲みながら参加
者同士で認知症や介護、介護予防、健康づくり等
について情報交換をしています。毎月第４水曜日
に開催しています。

●会　場　ちょぼらの家（荒砥甲 373-8）
●参加料　無料
●開催日　12月20 日（水）午後２時～３時 30 分
※申込不要。直接会場にお越しください。
【問い合わせ】
健康福祉課地域包括支援センター係　☎86-0112

12 月開催「のどかカフェ」のご案内

　町では、運転免許証を自主返納し認知症により介
護認定を受けている方に対して、タクシー利用助成
券の交付を行っています。
　さらに、平成 29 年の道路交通法の改正に伴い、
11 月からは認知症により運転免許取消処分を受け
た方で、次に該当する方にもタクシー利用助成券（基
本料金 ×24 枚綴り）の交付（※ 支援は１人１回限
りです。）を行っています。
■対象　認知症により運転免許証の取消処分を受け   
　た方で、免許取消時に満年齢 75 歳以上の方
※返納した日から１年以内に申請が必要です。

■支援内容　
　タクシー利用助成券
　（基本料金 ×24 枚綴り）の交付
※支援は１人１回限りです。
■申込場所　健康福祉課地域包括支援センター係
■必要書類等
①運転免許取消処分書（警察署にて発行）
②印鑑（認印）

【問い合わせ】
健康福祉課地域包括支援センター係　☎ 86-0112
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ご融資額３５０万円以内（お子さま１人あたり） 

お子さまの進学、在学を応援！ ご入学前の 

まとまった費用

の準備が可能！ 

【ご相談・お問い合わせは】 

教育ローンコールセンター 

受付時間 月～金曜日／9:00～21:00 土曜日／9:00～17:00 ※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）はご利用いただけません。 

0570-008656
ハローコール

 （または 03－5321-8656）  

国の教育ローン 詳しくは Webで！ 

固定金利 

長期返済なので 

安心！ 

 
３５年以上の 

取扱実績！ 

検索 

白鷹町認知症高齢者運転免許証
自主返納等支援事業をご存知ですか？
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